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短期社債振替制度の概要
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Ⅰ. 目 的
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1. 短期社債振替制度の目的
短期社債（コマーシャルペーパー）を完全に
ペーパーレスにし、その権利の発生、移転、
消滅を帳簿（振替口座簿）上の記録により行う。

券面券面

振替口座簿

手形CP 短期社債 （ペーパーレスCP）
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①券面の作成･
移転･呈示が必要

②即日決済が困難

③デリバリーリスク等
⑥券面単位のみ
の流通

2. 現状手形ＣＰの問題点
券面の作成等に
時間がかかる

券面の移転に係る
リスク等

⑤証券の受渡と資金の支払の
同時履行が困難

④券面保管コスト
事務に係る
作業負担及びコスト
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①ペーパーレスCP

②決済期間の短縮化

③デリバリーリスク等
の削減⑥流通の促進

3. 当制度の特徴

券面の作成・移転・呈示が不要

事前に設定した
振替単位で流通可能

券面の移転等が不要

⑤DVP決済

短期社債と資金の
同時決済が可能

④券面保管スペースが
不要

券面作成事務
不要
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Ⅱ. 枠組み
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1．取扱短期社債等

• 当制度の対象となる有価証券は以下のとおり。

・社債等の振替に関する法律第６６条第１号に規定する短期社債

・保険業法第６１条の２第１項に規定する短期社債

・資産の流動化に関する法律第２条第８項に規定する特定短期社債

・商工組合中央金庫法第３３条ノ２に規定する短期商工債券

・信用金庫法第５４条の３の２第１項に規定する短期債券
・農林中央金庫法第６２条の２第１項に規定する短期農林債券

①割引の方法により発行されるものであること。

②各銘柄の各社債の金額は、１億円以上１００万円単位で、均一であること。

法律上の規定

短期社債等の
うち機構で取
扱うもの

対象有価証券
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.

証券保管振替機構
（機構）

機構加入者
・機構から口座の開設を

受けた者

資金決済会社

日本銀行

発行者
・短期社債の発行主体

・発行・償還に係る処理を自ら行う

場合と代理人が行う場合がある。

発行代理人

支払代理人

2．業務関係者

(実線)機構のシステムにおけるデータの流れ
(破線)機構のシステム外でのデータの流れ

・発行者及び加入者の指
示に従い、短期社債の発
行・振替・償還に係る資
金決済を行う者

・日銀ネットを利用したＤＶＰ決
済に係る資金決済
・機構へ資金決済済通知を送信

・発行者の代理人として
発行に係る処理を行う者

・発行者の代理人として償

還に係る処理を行う者
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3．階層構造
〇振替機関＝機構
〇加入者＝機構、口座管理機関
から口座開設を受けた者
機構加入者＝機構に口座開設
した者
〇口座管理機関＝他の者のため
に短期社債の振替を行う口座
を開設する者
直接口座管理機関＝口座管
理機関のうち、機構から口座
開設を受けた者
間接口座管理機関＝口座管
理機関のうち、口座管理機関
から口座開設を受けた者

機構

直接口座
管理機関

加入者

機構加入者

間接口座
管理機関

直接口座
管理機関

加入者
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4.保振機構における口座区分

• 振替口座簿は機構加入者の口座ごとに区分する。
• 機構加入者の口座は以下のとおり区分する。

顧客分顧客口顧客口
質権分（信託財産分）質権信託口
質権分質権口

質権分を除く。信託財産分信託口
信託財産分、質権分は除く。自己分保有口自己口

備考使用目的口座名称口座区分
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5. 保振機構における
ＤＶＰ決済のための口座区分

• 主にＤＶＰ決済を行う場合、手続上、一時的に短期
社債の残高を移す口座を、発行口、振替口、償還
口という。

• これらは保振機構において便宜的に設けられてい
る口座である。

抹消時に機構加入者からの抹消に係る事前通知の内容を一時的に
記録するための口座

償還口

ＤＶＰ決済を伴う振替手続時に振替により減･増額記録される金額を一
時的に記録するための口座

振替口

新規記録手続時に発行者からの払込み等に係る事前通知の内容を
一時的に記録するための口座

発行口

内容区分
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6．DVP決済（グロス＝グロス型）

• 渡方の短期社債を発行口、振替口、償還口
に一時的に記録する。

↓
• 日本銀行において対応する資金決済が行わ
れたことを確認する。

↓
• 一時的に記録していた短期社債を受方の振
替口座簿に振り替える。
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Ⅲ. 発行〔新規記録〕手続
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⑧発行資金決済情報連絡
（自己の場合）

・発行口記録情報
・決済番号
・DVP指定

1. 発行〔新規記録〕（ＤＶＰスキーム）
④引受情報・DVP決済情報

・ISINコード通知

⑦発行口記録情報・決済番号通知

①発行予定・引受情報
・ＤＶＰ決済情報通知

（実線）：機構のシステム処理対象業務（②・⑥・⑪を含む）
（破線）：機構のシステム処理対象外の業務

⑦発行口記録情報・決済番号通知

⑫新規記録済通知

③発行申請受付通知

⑫新規記録済通知

発行会社

（又は発行代理人）

顧 客

⑩資金決済済通知

・渡方資金決済会社
・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

機 構

⑪資金振替済連絡

⑤照合確認

資金決済会社

（受方）
日本銀行

⑧ 発́行資金決済
情報連絡
（顧客の場合）

・発行口記録情報
・決済番号
・DVP指定

銘柄情報
・銘柄
・発行総額
・各社債の金額
・払込日
・償還日 等

機構加入者

資金決済会社

（渡方）
⑨資金振替指図

・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

⑩資金振替済通知

②：ISINコード採番
⑥：引受情報を発行口へ
記録
⑪：機構加入者口座へ増
額記録

銘柄情報
・銘柄
・発行総額
・各社債の金額
・払込日
・償還日 等

引受情報
・銘柄
・決済日
・払込加入者の氏名
又は名称
・払込ごとの数量（額面）

DVP決済情報
・決済金額
・資金決済会社
・DVP指定

顧 客
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⑥ 資́金振替依頼
（顧客の場合）

⑩新規記録済通知
⑧資金振替済通知

④発行申請受付通知

⑩新規記録済通知

⑦資金振替済確認

機構加入者

銘柄情報
・銘柄
・発行総額
・各社債の金額
・払込日
・償還日 等

引受情報
・銘柄
・決済日
・払込加入者の氏名
又は名称
・払込ごとの数量
（額面）

機 構
②：ISINコード採番
③：引受情報を発行口へ記録
⑨：機構加入者口座へ増額記
録

⑤発行口記録情報
・ＩＳＩＮコード通知

⑥資金振替依頼
（自己の場合）

2. 発行. 〔新規記録〕（非DVPスキーム）

発行会社
（又は発行代理人）

顧 客

（実線）：機構のシステム処理対象業務（②・③・⑨を含む）
（破線）：機構のシステム処理対象外の業務

資金決済会社

①発行予定・引受情報通知
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Ⅳ. 流通〔振替〕手続
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日本銀行

機 構
機構加入者

（受方）

③振替申請情報通知

⑨資金決済済通知

・渡方資金決済会社
・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

資金決済会社
（受方）

資金決済会社
（渡方）

機構加入者

（渡方）
振替申請情報
・銘柄
・数量（額面）
・減額される口座の区分
・振替先口座及びその
区分
・決済日

⑥振替口記録情報

・決済番号通知

⑧資金振替指図

・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

DVP決済情報
・決済金額
・資金決済会社
・DVP指定

④照合確認

⑦ 振́替資金決済
情報連絡
（顧客の場合）

・振替口記録情報
・決済番号
・DVP指定

1． 流通〔振替〕（DVPスキーム）

③振替申請情報通知

①振替申請（振替申請情報及び
DVP決済情報通知）

⑥振替口記録情報
・決済番号通知

⑪振替済通知

⑩資金振替済連絡

顧 客

⑦振替資金決済情報連絡
（自己の場合）

・振替口記録情報
・決済番号
・DVP指定

（実線）：機構のシステム処理対象業務（②・⑤・⑩を含む）
（破線）：機構のシステム処理対象外の業務

⑪振替済通知

②：口座残高確認
⑤：振替申請情報を振替口へ
記録
⑩：受方機構加入者の口座
へ振替

⑨資金振替済通知
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（実線）：機構のシステム処理対象業務（②を含む）

利用対象
・担保権の設定等資金決済を伴わない場合
・渡方及び受方の加入者間でDVP決済の合意がない場合
・渡方及び受方の加入者に係る資金決済会社が同一の場合
・渡方及び受方が同一の機構加入者の場合で、その自己口座及び顧客口座間で振替
が行われる場合

①振替申請 機構加入者
（受方）

機 構
③振替済通知③振替済通知

2. 流通〔振替〕（非DVPスキーム）

②口座残高確認
●機構が振替先口座を開設している場合：
→渡方機構加入者口座への減額記録
及び振替先口座への増額記録

●機構が振替先口座を開設していない場合：

→振替先口座を開設する直接口座管理
機関の顧客口への増額記録及び当該
直接口座管理機関に対する増額記録
される短期社債の銘柄、金額、振替先
口座及びその区分口座等の通知

機構加入者
（渡方）
決済情報

・銘柄
・数量（額面）
・減額される口座の区分
・振替先口座及びその区
分
・決済日

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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Ⅴ. 償還〔抹消〕手続
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日本銀行

⑦資金決済済通知

・渡方資金決済会社
・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

⑦資金振替済通知

（事前）
償還事務委任

機 構
②：口座残高確認
③：抹消申請情報を償還口
へ記録
⑧：機構加入者口座から減
額記録

機構加入者

資金決済会社
（渡方）

資金決済会社
（受方）

⑥資金振替指図

・受方資金決済会社
・決済金額
・決済番号

⑨抹消済通知
抹消申請情報
・銘柄
・数量（額面）
・資金決済金額
（区分口座ごと）
・資金決済会社

④償還口記録情報

・決済番号通知

⑨抹消済通知

①抹消申請

④償還口記録情報

・決済番号通知

代理受領の委任

⑧資金振替済連絡

⑤償還資金決済情報連絡

・償還口記録情報
・決済番号
・DVP指定

発行会社
（又は支払代理人）

1. 償還〔抹消〕（DVPスキーム）

顧 客

（実線）：機構のシステム処理対象業務（②・③・⑧を含む）
（破線）：機構のシステム処理対象外の業務
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⑤資金振替済確認顧 客

機 構機構加入者

資金決済会社

抹消申請情報
・銘柄
・数量（額面）
・資金決済金額
（区分口座ごと）
・資金決済会社

代理受領の委任

②：口座残高確認
③：抹消申請情報を償還口へ
記録
⑦：機構加入者口座から減額
記録

④償還口記録情報
・非DVP通知

⑧抹消済通知

④償還口記録情報
・非DVP通知 発行会社

（又は支払代理人）
⑥資金振替済通知

⑧抹消済通知

①抹消申請

2. 償還〔抹消〕（非DVPスキーム）

（事前）
償還事務委任

（実線）：機構のシステム処理対象業務（②・③・⑦を含む）
（破線）：機構のシステム外の処理対象外の業務
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Ⅵ． 手 数 料
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1. 手数料の基本的な考え方
当制度で提供する個々のサービスの便益に

応じて課金する。

情報照会料等、

エラー処理手数料等
その他

新規記録手数料、口座残高

管理手数料、振替手数料等
振替業務

口座開設金及びシステム接

続準備手数料等
制度参加

主な手数料項目
課金対象

（詳細は「短期社債振替制度に係る手数料（案）」参照）
Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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2. 発行コスト
◎新規記録手数料 引受額×0．19ｂｐ（年率）＊

◎ISINコード設定料 25円／銘柄
◎銘柄情報公示手数料 30円／銘柄
◎振替手数料 100円／件＊＊

＊手形CPからの移行を促進するため、当面、
新規記録手数料は引受1先あたり4千円の
キャップを設ける。

＊＊引受側である受方機構加入者にも別途100円。

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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【例示1 】
手形1枚10億円（発行期間1ヶ月 引受先1社）とした場合

手形ＣＰのコスト 当制度のコスト

印紙税 5，000円
券面作成コスト500円
等

新規記録手数料 1,561円
ＩＳＩＮコード設定手数料25円
銘柄情報公示手数料30円
振替手数料100円

印紙税

券面作成

新規記録手数料

その他

コ
ス
ト

手形CP 当制度

流通単位について

手形ＣＰ：１０億円（券面単位）

当制度：１億円（振替単位）
（「各社債の金額」
を１億円で設定した場合）

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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【例示2 】
手形1枚50億円（発行期間1ヶ月 引受先1社）とした場合

手形ＣＰのコスト 当制度のコスト

印紙税 5,000円
券面作成コスト500円
等

新規記録手数料 4,000円＊
ＩＳＩＮコード設定手数料25円
銘柄情報公示手数料30円
振替手数料100円

印紙税

券面作成

新規記録手数料

その他

手形CP 当制度

コ
ス
ト

＊算式によると、7,808円となり

キャップ額の4,000円を適用

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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3. 振替コスト

Ø振替口座簿の記録内容異動処理の手数料

（振替手数料）

50円50円FOP

100円100円DVP

受方渡方
課金対象

決済方式

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.



29

4. 口座残高管理コスト

Ø保有期間中の口座残高の管理のための
手数料

（口座残高管理手数料）

＝口座残高×0.065ｂｐ（年率）

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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Ⅶ．制度参加のための
手続・コスト

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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1. 発行者

【手続】

Ø機構の短期社債取扱いについて包括的同意
Ø資金決済会社、発行代理人・支払代理人（代理人
を利用する場合）を機構に届出

【コスト】

Øイニシャルコスト
システム接続準備手数料 5万円

Øランニングコスト
端末接続料 1回線につき1万円／月

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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2. 機構加入者
【手続】

Ø機構に口座開設について申請
Ø資金決済会社を機構に届出
【コスト】

Øイニシャルコスト
口座開設金及びシステム接続準備手数料
20万円
Øランニングコスト
端末接続料 1回線につき1万円／月
口座残高管理手数料 口座残高×0.065ｂｐ（年率）

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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3. 資金決済会社

【手続】

Ø資金決済会社として機構に登録

【コスト】

Ø機構に対して必要となる手数料はない

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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4. 口座管理機関

【手続】
Ø直接口座管理機関は機構加入者の手続と同じ
Ø間接口座管理機関は機構に直近上位機関を明示し、
届出
（適格要件は金融機関等）

【コスト】
Ø間接口座管理機関定額負担金 1万円／年

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.
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5. 発行代理人・支払代理人

【手続】

Ø代理人になるには、発行者と連名で保振機構に届
出

【コスト】

Øイニシャルコスト
システム接続準備手数料 5万円（複数の発行者の
代理人になった場合も同額）

Øランニングコスト
端末接続料 １万円／月

Copyright (C) 2002 Japan Securities Depository Center, Inc. All rights reserved.


